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令和 6年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における退院後支援に資する研究 

分担研究報告書 

 

入院対象者の類型化に基づくクリティカルパスの開発と退院促進 

 

研究分担者 村杉 謙次  国立病院機構小諸高原病院 

 

研究要旨： 

本研究はすでに報告されている医療観察法入院処遇 12類型から臨床的必要性の高い類型を絞り、

入院処遇ガイドラインのクリティカルパスを基本としつつ、指定入院医療機関の多職種から成るエキ

スパートによりクリティカルパスを作成することを目的とする。 

令和 6 年度の本研究においては、令和 5 年度に作成した疾患別のクリティカルパス案の試用結果も

踏まえ、2 度の研究分担班会議において、クリティカルパスの検討と修正を行った。またクリティカ

ルパスの普及方法における検討も行った。その結果、以下の結論が得られた。 

・ 本研究におけるクリティカルパスの導入目的としては、多職種チーム医療の推進、入院期間短縮、

職員教育に重点を置く。 

・ 医療観察法入院対象者の主診断の約 8 割を占める統合失調症事例のクリティカルパスは共通パス

として、他の疾患のクリティカルパスは疾患別コ・パスとして作成する。 

・ 各クリティカルパスに共通する構造としては、「導入時期の目安のチェックシートとしてのシンプ

ルな構造」とし、共通する内容としては、「プロセス重視の方向性や目標設定」とする。 

・ 共通クリティカルパスならびに疾患別コ・パスの試用を行い、少数例ながら概ね肯定的な評価が得

られた。 

・ クリティカルパス普及に関する具体的・実際的方法について検討する必要がある。 

これらの結論をもとに、以下の方針が策定された。 

・ 各指定入院医療機関への普及を進めると共に、試用事例数を増やし、クリティカルパスの効果判定

と、それらの知見に基づく修正を行っていく。 

・ 国立精神・神経医療研究センター病院ならびに小諸高原病院のホームページへのクリティカルパ

スの掲載や、「医療観察法に必要な人材育に成関する研究（賀古班）」と連携した研修用動画の作

成、医療観察法関連職種研修会・医療観察法 MDT(Multi-disciplinary Team)研修における紹介と

演習を具体的に検討し、実践していく。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

平林直次  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院  

柏木宏子 同上 

竹田康二 同上 

鈴木敬生 同上 
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島田明裕 同上 

津田哲也 同上 

塚田浩行 同上 

山元直道  同上 

壁屋康洋 国立病院機構榊原病院  

髙野真弘 同上 

中辻望来 同上 

浅野琴美 同上 

本村啓介  国立病院機構肥前精神医療

センター 

藤崎直人  国立病院機構さいがた医療

センター 

久保彩子 国立病院機構琉球病院  

前田佑樹 同上 

前上里泰史 同上 

山城琢也 同上 

賀古勇輝  北海道大学病院附属司法精

神医療センター  

高張陽子 同上 

國田幸治 同上 

鈴木未央 国立病院機構小諸高原病院 

小川太郎 同上 

若林可織 同上 

矢島秀晃 同上 

岩井邦寿 同上 

藤野健一  同上 

宮沢泰裕  同上 

堀内泉辞 同上 

野村照幸 新潟医療福祉大学  

松浦佳代 国立看護大学校  

坂田正史 長野地方裁判所  

根岸達也 法務省保護局  

小澤光俊 水戸保護観察所  

 

Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」が施行され、18 年が

経過した。令和 4 年度の「医療観察法対象

者の類型化に関する研究（河野班）」におい

て、医療観察法入院処遇対象者（以下、対

象者）の類型として、疾患や対象行為別に

12 の類型に分けられることが示されたが、

法施行時に厚生労働省から示された入院処

遇ガイドライン（以下、ガイドライン）に

は統合失調症の典型例のクリティカルパス

しか示されておらず、類型化に基づく治療

や処遇は示されていない現状がある。また

ガイドラインに示されている統合失調症事

例のクリティカルパスについても、臨床現

場での使用頻度は多くなく、実際の医療内

容との乖離が認められる。  

令和 6 年度の本研究においては、令和 5

年度に 12 類型から臨床的必要性の高い類

型を絞り、「国立研究開発法人  日本医療研

究開発機構委託研究  医療観察法の諸ガイ

ドラインの見直しの必要性に関する研究

（平成 27 年度～29 年度村杉班）」において

作成した統合失調症事例のクリティカルパ

ス案（以下、AMED 村杉班パス）ならびに重

複障害コ・パス案（以下、 AMED 村杉班コ・

パス）をもとに作成した疾患別のクリティ

カルパス案を修正し、疾患別クリティカル

パスを完成することを目的とする。また全

国の指定入院医療機関の均てん化の一助と

なるよう、作成した疾患別クリティカルパ

スの普及方法に関する検討も目的とする。 

 

Ｂ．研究方法  

エキスパート会議  

医療観察法入院・通院医療の多職種から

成るエキスパートを参集しての研究分担班

会議（以下、エキスパート会議）におい

て、令和 5 年度に作成した疾患別のクリテ

ィカルパス案の内容を検討し、意見集約、

修正を行う。さらに、エキスパート会議の

研究協力者に加え、医療観察法に関わる裁

判所、法務省、保護観察所、大学等の多職
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種も参集した研究分担班会議において、疾

患別クリティカルパス案の試用も踏まえた

再検討を行い、更なる意見集約と修正を重

ね、疾患別クリティカルパスを完成させ

る。また同会議において、令和 5 年度に実

施したクリティカルパスの使用状況に関す

るアンケート調査の結果を踏まえ、指定入

院医療機関に効果的に普及させる具体的な

方法についての検討も行う。  

 

（倫理面への配慮）  

本研究は国立病院機構小諸高原病院倫理

委員会より承認を得て実施している（承認

番号 5-1）。 

 

Ｃ．研究結果  

1) クリティカルパス作成における基本方

針 

 本研究におけるクリティカルパスの導入

目的としては、多職種チーム医療の推進、

入院期間短縮、職員教育に重点を置く方針

とした。各クリティカルパスに共通する構

造としては、導入時期の目安のチェックシ

ートとしての視覚的にわかりやすく簡素化

した構造とし、共通する内容としては、プ

ロセス重視の方向性や目標設定とした。  

本クリティカルパスは対象者の約 8 割を

占め、疾病及び関連保健問題の国際統計分

類（以下、ICD-10）の F2 に分類される統合

失調症圏を想定した共通クリティカルパス

と、主診断もしくは副診断としての他の疾

患（F0：器質性精神障害、 F1：物質使用障

害、F3：気分障害、F7：知的障害、 F8：発

達障害、F9：行動・情緒障害）を想定した

疾患別コ・パスに分けることとした。 

本クリティカルパスは、担当多職種チー

ム（以下、MDT）が主体となり、導入時期の

目安のチェックシートとして使用するもの

であり、対象者の診断や病態に応じ、共通

クリティカルパスに加え、疾患別コ・パス

の使用を検討する形とした。また疾患別コ・

パスにおいては、特に重視すべき事項につ

いて、Key Point として記述することとし

た。 

2）共通クリティカルパス  

令和 5 年度研究において AMED 村杉班パ

スを草案とし、「各期での治療導入の指標に

なるもの」「対象者と共有でき使用しやすい

クリティカルパス」「評価期間の幅を持たせ

る」といった観点で作成した F2 クリティカ

ルパス案に、以下の加筆・修正を行った。  

・  F2 クリティカルパスから共通クリティ

カルパスへの名称変更  

・  保護要因に着目し調整官・地域との連携

をより強固にするための目標の追加  

・  MDT 面接での確認項目の追加  

・  推奨レベルや実施状況による色分け、ア

ウトカム確認欄の設定  

・  情報リテラシー項目の追加  

・  クライシスプランの緊急時のみではな

く平時での活用促進をはかる必要性 

また F2 クリティカルパス案を小諸高原

病院ならびに榊原病院で導入し、試用した

MDT より以下の評価が得られた。  

・  以前のものよりすっきりしていて見や

すく、プルダウンで色分けもしやすい。 

・  情報量が絞られていて、各ステージでの

やるべきことが明確。  

・  急性期から保護要因に着目する意識が

生まれた。 

・  評価期間に余裕があることで、 MDT から

のプログラムの押しつけにならずに対

象者のペースを尊重できる。  

・  縦軸で見た時の項目の連動性の意味合

いを理解できた。 

・  導入時期の前後関係がわかりにくいも

のがある。 

・  導入予定なしと決定できずに、いつまで
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も検討中が続いてしまう項目もある。  

・  スマートフォン使用へのハードルが高

く、情報リテラシープログラムに対する

現実味が感じられない。  

・  アウトカム確認部分の活用方法のイメ

ージが不明瞭。 

 上記の検討や修正を踏まえ共通クリティ

カルパスを作成した（図 1）。 

3）F0 コ・パス  

令和 5 年度研究において、対象疾患とし

て軽度認知障害から軽度認知症を想定し、

精神科病院協会の認知症クリニカルパスを

参考に、入院期間の短縮を主目的に作成し

た F0 クリティカルパス案に、以下の加筆・

修正を行った。 

・  変性疾患に伴う認知症群（高齢者）に対

するクリティカルパスと外傷などに伴

う高次脳機能障害群（主に若年者）に対

するクリティカルパスの 2 つのパスの必

要性 

・  薬物調整と環境調整、ならびに心身機能

の維持を主軸とした内容  

・  認知機能や日常生活動作を低下させな

いための作業療法や理学療法、関わりの

増加、定期的な画像検査・心理検査等の

工夫 

・  長期入院は機能維持の弊害となるため、

急性期のうちに退院時期を明確化  

・  早期退院に向けた早期からの地域連携

や環境調整の重要性 

・  成年後見制度の入院初期からの検討  

・  生活史や職業歴の十分な共有と実際の

生活への応用の必要性  

・  集団生活適応の可能性、日中活動の評価

を回復期から開始 

また F0 クリティカルパス案を小諸高原

病院で導入し、試用した MDT より以下の評

価が得られた。 

・  AMED 村杉班パスと比べて簡素に仕上が

っている。 

・  F2 併存の場合、どちらのパスもチェック

が必要になるのか？ 

・  チェックの基準が不明瞭。 

・  認知症の生活能力評価は実際の生活場

面と病棟場面では発揮できる能力が異

なるため正確な評価は難しい。 

・  病棟内でできる活動には限界があるが、

リスクをかけて外出を行う必要はない

のでは？ 

・  例えば、前頭側頭型認知症の診断がつい

た場合、ステージ移行する必要があるの

か？ 

・  必ずしも目標達成やアプローチが満た

されなくても、退院環境や治療方針によ

りステージ移行ができるという文言は

あったほうがよいか。  

・  介護サービスにも該当せず、退院先がな

い若年者については、クリティカルパス

に乗せることで処遇終了の可能性がな

いと思わせるのもどうか。  

・  一方で若年者は手厚い支援が必要な群

であり、処遇終了の可能性を記載するこ

とにも懸念がある。 

上記の検討や修正を踏まえ F0 コ・パスを

作成した（図 2：認知症群・高齢者、図 3：

高次脳機能障害群・主に若年者）。  

4）F1 コ・パス  

令和 5 年度研究において、 AMED 村杉班

コ・パスを草案とし、通院複雑事例の特徴

に関する全国調査（久保班）の結果も参考

にして、「再使用に関わるリスク評価」「医

療観察法医療の必要性の判断」「様々な病態

に対する治療戦略」「従来より自由度の高い

外泊における評価」「適応判断に関するコン

センサス」との論点で整理し作成した F1 ク

リティカルパス案に、以下の加筆・修正を

行った。 

・  F1 が併存症の場合や主診断の場合、対象
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行為時に一過性の幻覚妄想・意識障害が

存在したが鑑定時には依存症単独の場

合など、いずれの病態でも入院時早期よ

り物質使用プログラムの導入を図る  

・  一定期間帰住地に外泊し、指定通院医療

機関を中心とした外来支援の実践を行

うのが理想的 

・  一方で早期退院や再使用時の対応につ

いては支援者間で葛藤が生じやすく、協

議を丁寧に行う必要性の強調  

・  外泊時は医学的管理や責任所在に関し

て明確化し、再使用時の対応、中止基準

を関係機関で共有する必要があること

の記載 

・  自助グループへの参加の積極的な勧奨  

また F1 クリティカルパス案を琉球病院

で導入し、試用した MDT より以下の評価が

得られた。 

・  半年程度での早期の退院について話し

合うが、保護観察所より早くて 1 年とい

われている。 

・  早期退院を想定するとガイドライン上、

回復期が最も短縮される。外出による暴

露を通した対処法や、新たな生き方を考

えるなど重要なテーマであるが、他に自

助グループや回復支援施設での体験、定

着に向けた金銭管理の見直しなどの生

活訓練などが並行して行われるため、十

分に時間をかけられないことは必至。  

・  依存症対象者の受け入れについては、指

定通院医療機関は特に苦手意識を抱き

やすく、受け入れ可能な医療機関が限ら

れ、調整は難航する可能性がある。 

・  入院医療はあくまで準備期間であり、地

域生活での実際的な介入が中心的。 

・  指定通院医療機関、保護観察所の受け入

れが課題。 

・  入院中に何をどこまでやる必要がある

かについてのコンセンサスの必要性。 

上記の検討や修正を踏まえ F1 コ・パスを

作成した（図 4）。 

5）F3 コ・パス  

令和 5 年度研究において、うつ病治療ガ

イドライン第 2 版や Canadian Network for 

Mood and Anxiety Treatments（CANMAT）を

草案としつつ、自殺予防やグリーフケア、

放火プログラム、女性性への配慮、小児期

逆境体験等に重点を置き作成した F3 クリ

ティカルパス案に、以下の加筆・修正を行

い、F3 コ・パスを作成した（図 5）。 

・  令和 5 年度はうつ病の自殺予防、双極性

障害の他害という 2 つのクリティカルパ

スの作成を検討したが、気分障害として

1 つのパスにまとめる 

・  実子殺しの事例は自殺リスクが高いた

め、内省プログラムにおける配慮が必要  

・  通院処遇に移行する時期等、環境変化の

タイミングは特に自殺リスクが高まる

ため、入院処遇中から対象者や地域支援

者との間でリスクや対処方法を共有す

る必要性 

・  精神病性うつ病事例に対する幻覚妄想

状態へのアプローチは共通クリティカ

ルパスと重なるため、気分症状にフォー

カスを当てたものとする  

・  退院調整に大きく影響するため、早期か

ら家族との再統合の可能性についての

検討を行う必要性   

6）F7 コ・パス  

令和 5 年度研究において、特に中等度知

的障害を想定し、「発達障害領域における司

法精神科作業療法」を参考に作成した F7 ク

リティカルパス案に、以下の加筆・修正を

行った。 

・  対象者の特性評価が中心となり、医療観

察法による医療をどの程度、実施するか

を検討していく必要性  

・  対象者の能力や限界に合わせたアプロ
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ーチが必要であり、行動療法と環境調整

が主体 

・  MDT で作成したケースフォーミュレーシ

ョンを MDT 以外の病棟スタッフとも確認

する必要性 

・  MDT が孤立しないための工夫  

また F7 クリティカルパス案を小諸高原

病院で導入し、試用した MDT より以下の評

価が得られた。 

・  AMED 村杉班パスと比べて簡素に仕上が

っていて、簡単にチェックができる。  

・  AMED 村杉班パスよりも特性が考慮され

ており、F7 の診断がつかなくても、知的

能力が乏しい対象者に使用可能。  

・  MDT 内の意見のばらつきが軽減する。  

・  必ずしも目標達成やアプローチが満た

されなくても、退院環境や治療方針によ

りステージ移行ができるという文言は

あったほうがよいか。  

上記の検討や修正を踏まえ F7 コ・パスを

作成した（図 6）。 

7）F8・F9 コ・パス  

令和 5 年度研究で、発達特性と二次障害

に着目しつつ、法務省による「発達上の課

題を有する在院者に対する処遇プログラム

実施ガイドライン」や AMED 村杉班コ・パス

等を参考に作成した F8 クリティカルパス

案に、以下の加筆・修正を行った。 

・  F8 に「注意欠陥・多動症の診断・治療ガ

イドライン 第 5 版」を参考とした F9 の

要素も組み入れる  

・  診断の必要性の強調 

・  段階的評価の実施 

・  複雑事例化する可能性を踏まえた診立

て直しと再介入に関する言及  

また、F8・F9 クリティカルパス案を小諸

高原病院で導入し、試用した MDT より以下

の評価が得られた。 

・  MDT の考えの整理や動機づけに繋がる。  

・  段階的評価により、達成した部分と未達

成の部分のどちらも意識することがで

きる。 

・  複雑事例化を予防する上で、関係構築困

難に陥らないために、達成目標の強弱を

つけることができる。  

・  個別性に配慮した評価が可能になる。  

・  MDT の治療方針がまとまりやすくなる。  

・  このパスを対象者と共有して確認して

も良いのではないか。  

上記の検討や修正を踏まえ F8・F9 コ・

パスを作成した（図 7）。  

8）クリティカルパスマニュアルの検討  

 クリティカルパスの使用における前提

や使用方法、使用にあたっての注意、バリ

アンスの扱い等に関して記したクリティカ

ルパスマニュアルも作成し、エキスパート

会議内で検討し、修正を行った（図 8）。 

9）クリティカルパスの普及方法の検討  

 指定入院医療機関へのクリティカルパ

スの普及方法を検討し以下の方法が抽出さ

れた。 

・  国立精神・神経医療研究センター病院な

らびに小諸高原病院のホームページへ

の掲載 

・  「医療観察法に必要な人材育成関する

研究（賀古班）」と連携した研修用動画の

作成 

・  医療観察法関連職種研修会、医療観察法

MDT 研修における紹介と演習 

 

Ｄ．考察  

1) クリティカルパスの試用について  

 令和 5 年度研究において作成した疾患別

クリティカルパス案に、2 度のエキスパー

ト会議において検討した内容に基づいた修

正を行い、共通クリティカルパスと疾患別

コ・パスを作成した。共通クリティカルパ

スと F0 コ・パス、F1 コ・パス、 F7 コ・パ
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ス、F8・9 コ・パスについては、少数例なが

ら対象者へのアプローチに導入し、試用し

た MDT からは、概ね肯定的な評価が得られ

た。今後各指定入院医療機関への普及を進

めると共に、試用事例数を増加させ、クリ

ティカルパスの効果判定と、それらの知見

に基づく修正を行っていく必要がある。  

2) クリティカルパスの普及方法について  

 令和 5 年度に実施したクリティカルパス

の使用状況に関するアンケート調査の結果

からも、各指定入院医療機関において、ク

リティカルパスが十分に使用されていない

現状が明確となっている。 AMED 村杉班パ

ス・AMED 村杉班コ・パスについては、研究

報告書への掲載や各種研修会・学会等での

告知という方法で浸透を図ったものの、普

及にはつながっていない現状があるため、

普及方法について検討する必要がある。今

後国立精神・神経医療研究センター病院な

らびに小諸高原病院のホームページへのク

リティカルパスの掲載や、「医療観察法に必

要な人材育成に関する研究（賀古班）」と連

携した研修用動画の作成、医療観察法関連

職種研修会・医療観察法 MDT 研修における

クリティカルパスの紹介を具体的に検討し、

実践していく必要がある。  

 

Ｅ．結論  

令和 6 年度の本研究においては、令和 5

年度に作成した疾患別のクリティカルパス

案の修正を行うと共に、クリティカルパス

の試用と普及方法の検討も行った。その結

果、以下の結論が得られた。  

・  本研究におけるクリティカルパスの導

入目的としては、多職種チーム医療の推

進、入院期間短縮、職員教育に重点を置

く。 

・  本クリティカルパスは F2 を想定した共

通クリティカルパスと、主診断もしくは

副診断としての他の疾患を想定した疾

患別コ・パスとで構成される。 

・  各クリティカルパスに共通する構造と

しては、「導入時期の目安のチェックシ

ートとしてのシンプルな構造」とし、共

通する内容としては、「プロセス重視の

方向性や目標設定」とする。  

・  共通クリティカルパスならびに疾患別

コ・パスの試用を行い、少数例ながら概

ね肯定的な評価が得られた。  

これらの結論をもとに、以下の方針が策

定された。 

・  各指定入院医療機関への普及を進める

と共に、試用事例数を増やし、クリティ

カルパスの効果判定と、それらの知見に

基づく修正を行っていく。  

・  国立精神・神経医療研究センター病院な

らびに小諸高原病院のホームページへ

のクリティカルパスの掲載や、「医療観

察法に必要な人材育成に関する研究（賀

古班）」と連携した研修用動画の作成、医

療観察法関連職種研修会・医療観察法

MDT 研修における紹介と演習を具体的に

検討し、実践していく。  
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・
ア

ン
ガ

ー
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト ・
W

R
A

P

　
エ

ゴ
サ

ー
チ

　
ス

マ
ホ

・
携

帯
電

話
の

契
約

　
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

・
タ

ブ
レ

ッ
ト

の
自

己
管

理
　

　
　

認
知

機
能

改
善

（
神

経
認

知
・

社
会

認
知

）
　

　
　

　

認
知

リ
ハ

検
討

認
知

機
能

検
査

（
認

知
リ

ハ
開

始
時

、
O

T
）

（
J
A

R
T

実
施

）

　
　

メ
タ

認
知

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

　
　

認
知

機
能

検
査

（
認

知
リ

ハ
終

了
時

、
O

T
）

　
　

認
知

機
能

検
査

（
必

要
に

応
じ

て
）

　
　

　
　

散
歩

・
外

出
・

外
泊

　
中

庭
散

歩
　

　
　

院
内

散
歩

　
近

距
離

外
出

　
　

遠
距

離
外

出
　

対
象

行
為

地
訪

問
　

病
棟

内
試

験
外

泊
　

外
泊

　
　

最
終

外
泊

　
　

経
済

状
況

・
社

会
資

源
経

済
状

況
に

つ
い

て
の

情
報

収
集

　
　

社
会

資
源

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
　

　
社

会
資

源
の

情
報

提
供

（
本

人
/
家

族
）

　
　

社
会

資
源

に
関

す
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

退
院

準
備

プ
ロ

グ
ラ

ム
Ⅰ

）

　
　

社
会

資
源

の
選

定
　

　
社

会
資

源
の

導
入

　

地
域

移
行

へ
の

準
備

に
関

す
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

退
院

準
備

プ
ロ

グ
ラ

ム
Ⅱ

）

　
　

　

家
族

支
援

・
調

整
家

族
へ

の
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

　
家

族
か

ら
の

生
育

・
生

活
歴

、
現

病
歴

聴
取

　
家

族
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

導
入

の
検

討
　

自
宅

訪
問

検
討

　
家

族
面

談
　

　
　

家
族

面
談

　
　

　
家

族
面

談
　

　
家

族
面

談
　

必
要

時
、

訪
問

看
護

で
の

家
族

支
援

　

権
利

擁
護

・
退

院
準

備
（

裁
判

所
申

立
関

連
）

抗
告

の
説

明
・

申
立

て
の

援
助

（
入

院
処

遇
決

定
に

対
し

て
）

　
権

利
擁

護
プ

ロ
グ

ラ
ム

　
　

初
回

C
P

A
会

議
　

　
抗

告
の

説
明

・
申

立
て

の
援

助
（

入
院

継
続

に
対

し
て

）
　

C
P

A
会

議
（

退
院

地
選

定
の

開
始

）
　

　
C

P
A

会
議

（
指

定
通

打
診

の
依

頼
）

　

抗
告

の
説

明
・

申
立

て
の

援
助

（
入

院
継

続
に

対
し

て
）

　

C
P

A
会

議
（

退
院

地
・

指
定

通
に

つ
い

て
地

域
と

共
有

）

　
　

ケ
ア

会
議

（
処

遇
実

施
計

画
書

の
策

定
）

　
退

院
許

可
申

立
→

退
院

時
審

判
　

★
プ

ロ
グ

ラ
ム

導
入

に
つ

い
て

★
黒

字
：
共

通
の

項
目

導
入

済
み

青
字

：
F
2
独

自
の

項
目

導
入

検
討

中
赤

字
：
小

諸
高

原
病

院
で

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

表
記

導
入

予
定

な
し

緑
字

：
選

択
し

て
導

入
判

断

≪
M

D
T

会
議

で
実

施
す

る
こ

と
≫

□
共

通
評

価
項

目
□

リ
ス

ク
の

シ
ナ

リ
オ

（
自

殺
リ

ス
ク

の
評

価
）

□
治

療
計

画
（

ケ
ア

マ
ッ

プ
）

□
対

象
者

と
課

題
（

目
標

）
の

共
有

≪
社

会
復

帰
期

移
行

前
の

ア
ウ

ト
カ

ム
確

認
≫

□
主

剤
の

維
持

量
の

確
定

□
内

服
管

理
方

法
の

決
定

□
指

定
通

院
医

療
機

関
と

の
治

療
関

係
の

素
地

□
対

象
行

為
の

要
因

理
解

・
ク

ラ
イ

シ
ス

プ
ラ

ン
作

成 □
生

活
技

能
（

外
出

訓
練

）
の

評
価

□
退

院
後

に
利

用
す

る
社

会
資

源
の

検
討

□
家

族
調

整
（

帰
住

地
決

定
）

□
指

定
通

院
医

療
機

関
の

決
定

≪
M

D
T

会
議

で
実

施
す

る
こ

と
≫

□
共

通
評

価
項

目
□

リ
ス

ク
の

シ
ナ

リ
オ

□
治

療
計

画
（

ケ
ア

マ
ッ

プ
）

□
退

院
後

の
治

療
計

画
□

対
象

者
と

課
題

（
目

標
）

の
共

有
□

保
護

要
因

の
評

価

≪
退

院
申

請
前

の
ア

ウ
ト

カ
ム

確
認

≫
□

主
剤

の
維

持
量

の
確

定
と

頓
服

の
確

定
□

内
服

管
理

方
法

の
評

価
□

指
定

通
院

医
療

機
関

・
地

域
ス

タ
ッ

フ
と

の
　

信
頼

関
係

構
築

□
ク

ラ
イ

シ
ス

プ
ラ

ン
の

実
践

と
修

正
□

ク
ラ

イ
シ

ス
プ

ラ
ン

の
地

域
と

の
共

有
□

日
中

活
動

内
容

の
決

定
□

生
活

技
能

（
外

泊
訓

練
）

後
の

病
状

安
定

□
支

援
体

制
の

決
定

□
退

院
後

の
生

活
と

支
援

の
理

解
□

家
族

と
退

院
後

の
支

援
体

制
を

共
有

□
退

院
後

の
ケ

ア
会

議
へ

の
参

加
予

定
確

認

N
H

O
小

諸
高

原
病

院
  
  
2

0
2

4
.1

2

【
共

通
パ

ス
使

用
ル

ー
ル

】
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
導

入
や

検
査

・
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

M
D

T
で

検
討

し
、

右
記

の
色

分
け

表
に

沿
っ

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

を
用

い
カ

ラ
ー

リ
ン

グ
す

る

ア
ウ

ト
カ

ム
（

介
入

効
果

）
確

認
（

ス
テ

ー
ジ

移
行

や
退

院
申

請
の

目
安

と
し

て
活

用
す

る
）

≪
M

D
T

会
議

で
実

施
す

る
こ

と
≫

□
共

通
評

価
項

目
□

リ
ス

ク
の

シ
ナ

リ
オ

（
自

殺
リ

ス
ク

の
評

価
）

□
治

療
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
プ

ラ
ン

□
治

療
計

画
（

ケ
ア

マ
ッ

プ
）

□
対

象
者

と
課

題
（

目
標

）
の

共
有

□
保

護
要

因
の

確
認

≪
回

復
期

移
行

前
の

ア
ウ

ト
カ

ム
確

認
≫

□
主

剤
の

確
定

 o
r 

C
L
Z

の
検

討
□

内
服

行
動

の
維

持
□

治
療

関
係

の
素

地
□

医
療

観
察

法
入

院
に

つ
い

て
理

解
□

休
息

行
動

の
獲

得
□

感
覚

の
評

価
□

病
棟

内
A

D
L
評

価
□

経
済

状
況

の
確

認
□

社
会

資
源

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ

≪
M

D
T

会
議

で
実

施
す

る
こ

と
≫

□
共

通
評

価
項

目
□

リ
ス

ク
の

シ
ナ

リ
オ

□
治

療
計

画
（

ケ
ア

マ
ッ

プ
）

□
対

象
者

と
課

題
（

目
標

）
の

共
有

≪
退

院
ま

で
の

課
題

共
有

に
よ

る
ア

ウ
ト

カ
ム

確
認

≫
□

主
剤

の
確

定
 o

r 
C

L
Z

の
導

入
□

内
服

自
己

管
理

導
入

の
検

討
□

治
療

関
係

の
構

築
□

自
分

史
・

疾
病

理
解

□
自

発
的

活
動

力
の

拡
大

□
余

暇
活

動
の

活
用

□
家

族
調

整
（

帰
住

地
の

検
討

）
□

指
定

通
院

医
療

機
関

の
検

討

≪
M

D
T

会
議

で
実

施
す

る
こ

と
≫

□
共

通
評

価
項

目
□

リ
ス

ク
の

シ
ナ

リ
オ

□
治

療
計

画
（

ケ
ア

マ
ッ

プ
）

□
対

象
者

と
課

題
（

目
標

）
の

共
有

□
保

護
要

因
の

発
見

・
構

築

≪
セ

ル
フ

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

や
内

省
プ

ロ
グ

ラ
ム

導
入

に
よ

る
ア

ウ
ト

カ
ム

確
認

≫
□

主
剤

の
確

定
 o

r 
C

L
Z

の
維

持
量

の
確

定
□

治
療

関
係

の
構

築
□

自
分

史
・

疾
病

理
解

・
対

象
行

為
の

整
理

に
よ

る
　

自
己

理
解

の
深

化
□

自
身

の
体

調
変

化
に

対
す

る
認

識
□

生
活

技
能

の
向

上
（

技
能

の
確

認
と

練
習

）

≪
定

期
検

査
≫

□
血

液
検

査
≪

退
院

前
検

査
≫

□
血

液
・

尿
検

査
□

心
電

図
・

胸
部

X
P

□
C

o
v
id

-
1

9
抗

原
検

査
　

（
必

要
時

）

心 理 社 会 的 治 療

M
D

T
面

接
M

D
T

と
の

関
係

構
築

 /
 治

療
計

画
の

共
有

 /
 退

院
に

向
け

た
希

望
の

確
認

治
療

計
画

の
共

有
 /

 退
院

に
向

け
た

希
望

・
取

り
組

む
べ

き
事

柄
や

課
題

の
確

認
退

院
に

向
け

た
希

望
や

現
実

的
な

不
安

の
共

有

各 治 療 プ ロ グ ラ ム 等 導 入 時 期

生 物 学 的 治 療
≪

入
院

時
検

査
≫

□
血

液
・

尿
検

査
□

心
電

図
・

胸
部

X
P

□
頭

部
画

像
検

査
□

脳
波

（
必

要
時

）

≪
C

L
Z

開
始

前
≫

□
血

液
検

査
□

心
電

図
□

脳
波

□
心

エ
コ

ー

≪
定

期
検

査
≫

□
血

液
検

査
≪

C
L
Z

使
用

症
例

≫
□

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
従

っ
た

　
血

液
検

査

≪
定

期
検

査
≫

□
血

液
・

尿
検

査
□

心
電

図
・

胸
部

X
P

　
（

必
要

時
）

≪
定

期
検

査
≫

□
血

液
検

査
≪

定
期

検
査

≫
□

血
液

・
尿

検
査

□
心

電
図

・
胸

部
X

P
　

（
必

要
時

）

各
ス

テ
ー

ジ
の

到
達

目
標

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
病

的
体

験
・

精
神

状
態

の
改

善
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

身
体

的
回

復
と

精
神

的
安

定
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

治
療

へ
の

動
機

づ
け

を
得

る
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

治
療

者
と

の
信

頼
関

係
の

構
築

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

病
識

の
獲

得
と

自
己

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

能
力

の
獲

得
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
退

院
後

を
見

据
え

た
日

常
生

活
能

力
の

回
復

・
向

上
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
対

象
行

為
と

疾
病

の
関

連
に

つ
い

て
理

解
で

き
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

個
々

の
課

題
に

合
わ

せ
た

院
内

外
出

、
院

外
外

出
が

で
き

る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

ク
ラ

イ
シ

ス
プ

ラ
ン

を
外

出
や

外
泊

の
中

で
実

践
で

き
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

地
域

の
支

援
体

制
が

具
体

的
に

確
立

す
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

健
康

で
安

全
な

生
活

を
維

持
す

る
為

の
ス

キ
ル

が
使

え
る

地
域

調
整

 /
 社

会
復

帰
調

整
官

・
地

域
と

の
連

携

□
入

院
後

3
か

月
以

内
（

可
能

な
限

り
早

期
）

に
C

P
A

会
議

の
開

催
※

退
院

を
想

定
し

利
用

可
能

な
社

会
資

源
（

帰
住

先
、

指
定

通
院

医
療

機
関

）
に

つ
い

て
情

報
提

供
を

得
る

。
ま

た
必

要
と

な
り

そ
う

な
関

係
者

に
参

加
を

呼
び

か
け

、
意

見
等

を
収

集
す

る
□

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

に
つ

い
て

検
討

□
保

護
要

因
の

確
認

□
C

P
A

会
議

で
帰

住
地

の
大

ま
か

な
見

通
し

を
共

有
す

る
□

指
定

通
院

医
療

機
関

の
具

体
的

な
選

定
を

す
す

め
る

□
退

院
後

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
の

評
価

・
選

定
□

保
護

要
因

が
発

見
・

構
築

で
き

る
よ

う
な

情
報

の
共

有

□
帰

住
地

を
決

定
す

る
□

指
定

通
院

医
療

機
関

を
決

定
す

る
　

（
推

奨
レ

ベ
ル

：
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

共
有

）

□
外

泊
先

で
ク

ラ
イ

シ
ス

プ
ラ

ン
や

セ
ル

フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

実
践

□
退

院
後

を
見

据
え

た
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
の

役
割

の
実

践
□

保
護

要
因

の
共

有

入
院

治
療

目
標

病
状

の
改

善
と

継
続

的
か

つ
適

切
な

医
療

の
確

保
様

々
な

問
題

を
前

向
き

に
解

決
す

る
意

欲
や

、
社

会
で

安
定

し
て

生
活

す
る

力
を

高
め

る
他

害
行

為
の

問
題

を
認

識
し

自
ら

防
止

で
き

る
力

を
高

め
る

被
害

者
に

対
す

る
共

感
性

を
養

う

＜
退

院
許

可
申

立
の

目
安

＞
　

□
病

状
が

安
定

し
て

い
る

　
□

必
要

な
医

療
を

自
律

的
に

求
め

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
　

□
再

他
害

行
為

防
止

に
向

け
た

具
体

的
な

対
処

法
が

確
立

し
て

い
る

　
□

適
切

な
援

助
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る

各
ス

テ
ー

ジ
と

評
価

期
間

の
目

安

急
性

期
回

復
期

社
会

復
帰

期

初
期

（
概

ね
1

ヶ
月

）
後

期
（

概
ね

2
ヶ

月
）

　
前

期
（

概
ね

3
ヶ

月
）

中
期

（
概

ね
3

ヶ
月

）
後

期
（

概
ね

3
ヶ

月
）

前
期

（
概

ね
3

ヶ
月

）
後

期
（

概
ね

3
ヶ

月
）

様
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

医
療

観
察

法
共

通
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
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ve
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D
L
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活
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作
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：ケ
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ス
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ォ

ー
ミ

ュ
レ

ー
シ
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ン

C
P
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活
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作

M
D
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多

職
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チ
ー

ム
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0
コ
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パ

ス
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高

次
脳

機
能

障
害

群
・
主

に
若

年
者
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A
D

L
：
日

常
生

活
動

作
C

F
：
ケ

ー
ス

フ
ォ

ー
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

V
in

e
la

n
d-

2
：
適

応
行

動
尺

度
M

D
T
：
担

当
多

職
種

チ
ー

ム
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h
e
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ru
g 

A
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 S

c
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e
n
in
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st

C
F
：
ケ

ー
ス
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ォ
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ミ

ュ
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P
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C
P

A
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a
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e
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E
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正
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電
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け
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れ
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法

γ
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M
S

：経
頭

蓋
磁

気
刺

激
療

法
C

B
T

：認
知

行
動

療
法

M
D

T
：担

当
多

職
種

チ
ー

ム
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パ

ス

W
A

IS
:ウ

ェ
ク

ス
ラ

ー
式

知
能

検
査

V
in

e
la

n
d-

2
：
適

応
行

動
尺

度
A

S
D

；
自

閉
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
症

A
D

H
D

：
注

意
欠

陥
多

動
症

M
D

T
：
担

当
多

職
種

チ
ー

ム
C

F
：
ケ

ー
ス

フ
ォ

ー
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン
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D

H
D
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注

意
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陥
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動
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W
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：
ウ

ェ
ク
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ラ

ー
式

知
能

検
査

P
A

R
S

：
親

面
接

式
自

閉
症

ス
ペ

ク
ト

ラ
ム

症
評

定
尺

度
A

Q
：
自

閉
症

ス
ペ

ク
ト

ラ
ム

指
数

C
A

A
R

S
：
C

o
n
n
e
rs

' A
du
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D
H

D
 R
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in

g 
S

c
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e
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T
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T
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M
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T
e
st

W
C

S
T

：
W

is
c
o
n
si

n
 C

a
rd

 S
o
rt

in
g 

T
e
st

F
A

B
：
前

頭
葉

機
能

検
査

M
D

T
：
担

当
多

職
種

チ
ー

ム

〇
・
・
・
実

施
済

み
　

一
定

の
効

果
が

見
ら

れ
る

。
△

・
・
・
実

施
し

た
が

効
果

今
一

つ
、

も
し

く
は

実
施

途
中

。
ー

・
・
・
今

後
実

施
を

検
討

、
も

し
く

は
未

実
施

。
×

・
・
・
実

施
し

た
が

効
果

な
し
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医
療

観
察
法

ク
リ
テ

ィ
カ
ル

パ
ス
・

マ
ニ
ュ

ア
ル

使
用

に
お

け
る

前
提

に
つ

い
て

・
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
は

、
「
患

者
の

た
め

の
目

標
（
ア

ウ
ト

カ
ム

）
を

示
し

、
そ

の
目

標
を

最
適

効
率

で
達

成
す

る
た

め
の

理
想

的
な

ス
タ

ッ
フ

活
動

の
順

序
と

タ
イ

ミ
ン

グ
を

提
供

す
る

も
の

（
K

ar
en

 Z
an

d
er

,1
98

5
）
」
と

定
義

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

・
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
は

、
チ

ー
ム

医
療

の
推

進
や

患
者

参
加

型
医

療
の

提
供

、
質

保
証

・
質

改
善

、
経

営
改

善
等

の
多

く
の

領
域

に
お

い
て

有
効

性
を

示
す

と
さ

れ
て

い
る

が
、

本
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
は

主
に

チ
ー

ム
医

療
の

推
進

、
入

院
期

間
の

短
縮

、
職

員
教

育
の

領
域

で
の

効
果

を
期

待
し

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
る

。
・
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

は
医

療
観

察
法

入
院

処
遇

対
象

者
（
以

下
、

対
象

者
）
の

約
8割

を
占

め
る

統
合

失
調

症
圏

（
IC

D
-1

0
：

F2
）
を

想
定

し
た

共
通

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

と
、

主
診

断
も

し
く
は

副
診

断
と

し
て

の
他

の
疾

患
を

想
定

し
た

疾
患

別
コ

・
パ

ス
と

で
構

成
さ

れ
て

い
る

。
・
各

指
定

入
院

医
療

機
関

に
お

い
て

実
施

可
能

な
ア

プ
ロ

ー
チ

や
検

査
等

の
内

容
が

異
な

る
状

況
も

あ
る

た
め

、
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

に
記

さ
れ

た
ア

プ
ロ

ー
チ

や
検

査
内

容
を

、
適

宜
類

似
し

た
他

の
ア

プ
ロ

ー
チ

・
検

査
に

変
更

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
り

、
評

価
方

法
に

お
い

て
も

実
施

の
有

無
に

よ
る

評
価

や
段

階
的

な
評

価
な

ど
、

弾
力

的
な

運
用

が
可

能
で

あ
る

。
・
疾

患
別

コ
・
パ

ス
に

つ
い

て
は

、
共

通
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
と

重
複

す
る

部
分

は
削

除
し

て
お

り
、

あ
え

て
重

複
し

て
記

載
さ

れ
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

疾
患

・病
態

特
異

性
の

あ
る

重
要

な
部

分
で

あ
る

。

使
用

方
法

に
つ

い
て

・
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

は
、

担
当

多
職

種
チ

ー
ム

（
以

下
、

M
D

T
）
が

主
体

と
な

り
、

『
導

入
時

期
の

目
安

の
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

』
と

し
て

使
用

す
る

も
の

で
あ

り
、

対
象

者
の

診
断

や
病

態
に

応
じ

、
共

通
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
に

加
え

、
疾

患
別

コ
・
パ

ス
の

使
用

を
検

討
す

る
。

・
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

は
、

毎
月

の
M

D
T
会

議
に

お
い

て
、

対
象

者
の

治
療

の
進

捗
状

況
を

確
認

し
、

今
後

の
治

療
方

針
を

検
討

す
る

際
に

使
用

し
、

主
に

M
D

T
内

の
ケ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
が

入
力

す
る

も
の

と
す

る
。

・
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

の
活

用
方

法
と

し
て

、
M

D
T
面

接
に

お
い

て
治

療
の

進
捗

状
況

に
つ

い
て

対
象

者
と

共
有

す
る

際
に

活
用

し
た

り
、

裁
判

所
へ

の
入

院
継

続
申

立
や

退
院

許
可

の
申

立
の

際
に

添
付

し
、

合
議

体
に

治
療

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て
伝

え
る

際
に

活
用

す
る

こ
と

も
考

え
う

る
。

バ
リ

ア
ン

ス
に

つ
い

て
・
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

は
、

M
D

T
視

点
で

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
の

使
用

が
管

理
的

に
偏

っ
た

関
わ

り
に

つ
な

が
る

可
能

性
に

つ
い

て
常

に
意

識
し

、
対

象
者

視
点

で
の

目
標

・
課

題
に

つ
い

て
も

十
分

に
汲

み
取

っ
て

い
く
必

要
が

あ
る

。
・
ケ

ー
ス

フ
ォ

ー
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

に
よ

っ
て

抽
出

さ
れ

た
個

別
の

治
療

課
題

に
対

し
て

は
、

本
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
に

記
さ

れ
た

治
療

内
容

に
加

え
る

形
で

個
別

の
治

療
を

導
入

す
る

。
・
特

定
の

対
象

者
お

よ
び

特
定

の
状

況
に

よ
っ

て
は

、
本

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

か
ら

逸
脱

す
る

こ
と

も
容

認
さ

れ
、

逸
脱

す
る

こ
と

で
よ

り
良

い
治

療
効

果
が

得
ら

れ
る

こ
と

も
あ

る
。

・
対

象
者

の
病

態
や

想
定

さ
れ

る
退

院
環

境
、

治
療

方
針

に
よ

っ
て

は
、

本
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
に

示
さ

れ
た

目
標

や
ア

プ
ロ

ー
チ

が
全

て
達

成
さ

れ
な

く
て

も
、

治
療

ス
テ

ー
ジ

の
移

行
や

地
域

移
行

が
可

能
で

あ
る

。


